
令和7年度　まちづくり会議からの要望に係る回答一覧

地区

番号

個票

番号
地区名 申出人 件名 要望内容 対応の種類 回答内容 部名 課名 要望の種類

8 1 鷺沼台
鷺沼台一丁目

町会

一時停止の取り締ま

りのお願い

鷺沼台1丁目4番付近の信号を回避するため、信号手前の一方通行の道を一時

停止せず左折する車が多数おり、ひき逃げ事故も発生しています。近隣スー

パーの特売日など交通量の多い日に取り締まりをお願いしたいです。近くに

幼稚園、保育園、学校等があり危険注意喚起の為にも、お願いいたします。

他機関へ依

頼

習志野警察署にご要望をお伝えしたところ「今後取り締まりを強化してまいります」との回答をいただ

いております。
都市環境部 道路管理課

道路の維持管理、改善

等

8 2 鷺沼台
鷺沼台一丁目

町会

鷺沼小学校移転に伴

う学区の弾力化のお

願い

鷺沼小学校移転の計画があるが、移転した場合、子供の足では通学が困難に

なることが予想される。

現在：鷺沼3丁目1番1号　徒歩16分(鷺沼台1丁目9-10番から1.1km)

予定地：鷺沼3丁目4番3号付近　徒歩20分(鷺沼台1丁目9-10番から1.4Km)

移転した場合、藤崎小学校(鷺沼台1丁目9-10番から1.2km)の方が近くなるた

め、移転してから学区の変更・転校とするのではなく、入学時から鷺沼・藤

崎いずれかの学校を選べるように学区の弾力化を要望する。少なくとも移転

後は学区の見直しを要望する。

今年度以降

の予算で対

応・検討

学校移転に伴う学区の弾力化につきましては、今後の状況に応じて慎重に判断してまいります。 学校教育部 学務課
学校、幼稚園に関する

要望

8 3 鷺沼台
鷺沼台一丁目

町会

通称野鳥坂タブノキ

の定期的な剪定のお

願い

鷺沼台1丁目9番付近の通称野鳥坂は、主に鷺沼台1丁目の住民が通勤・通

学・買い物等に使う階段であり、一日百人以上の人が利用している。元々個

人の土地であったが、20年程前に習志野市に移管され、今は習志野市の管理

する土地となっている。しかし、近くの公園等に比べて定期的な草刈りや木

の剪定が行われていない。まちづくり会議等で要望した時のみ対応していた

だいている。中央にある大きなタブノキは、成長が速く、数年で大きくな

り、防犯灯を包み込むほど成長してしまい、防犯上の危険がある。また、常

緑樹であるが、初夏にはたくさんの分厚い葉が落葉して階段に落ち、階段歩

行時に落ち葉を踏んで足を滑らせそうになることがあり、大変危険である。

このため、5年に一度程度の定期的なタブノキの剪定を行っていただきたい。

合わせて年に数回の草刈りも行っていただきたい。

昨年度予算

で対応

草刈については、年に2回実施しております。

タブノキの剪定につきましては、令和7年3月に実施いたしました。
都市環境部 道路管理課

公園・街路樹の維持管

理、改良等

8 4 鷺沼台
鷺沼台1丁目第

二親睦会
自動車通行注意換起

ひつじ広場から企業局へ抜ける鷺沼台1丁目10番及び14番付近の道路は、非

常に入り組んでおり、見通しが悪く交通量もあり、出会い頭の事故の可能性

が高い。通行車両もスピードを落とさずに進入進行するため大変危険であ

る。路面標示やミラー設置等注意換起や安全対策を希望する。

今年度予算

に計上

カーブミラーには交差点直近の死角を映すことができない短所があり、ミラーへの過度の依存により本

来不可欠である左右確認などの安全運転が疎かになり、出会い頭の事故が発生する危険性を伴いま

す。

そのため現在の基準としては、適切な運転をした際においても目視による安全確認が困難な場合などに

設置しております。

要望箇所につきましては、カーブになっている部分もありますが、減速を行えば視認性は確保できると

考えますので、路面標示「スピード落とせ」を令和7年度に設置いたします。

都市環境部 道路管理課
道路の維持管理、改善

等

8 5 鷺沼台
鷺沼台1丁目第

二親睦会
電柱の撤去又は移設

鷺沼台郵便局横の交差点は、狭い道路にもかかわらず、交通量が多く、かつ

鷺沼小学校の通学路でもあることから交通事故発生リスクが高い。歩行者の

安全および自動車の接触事故防止のため、交差点に接している電柱の撤去又

は移設をお願いしたい。

対応不可

ご要望の電柱移設につきましては、電柱管理者である東京電力パワーグリッド株式会社と現地立会いを

行い協議したところ、

１．北側道路（習志野市道06-001号線）は、駐車場の出入口に面していることや、道路が狭隘である

ことから、移設先となる用地がないこと。

２．南側の習志野市道00-009号線習志野鷺沼台郵便局前歩道部に地下埋設物が設置されており、地下

埋設物を避けて電柱を設置した場合、北側道路（習志野市道06-001号線）へ架空線を引き込むことが

技術的に困難であること。

３．習志野市道00-009号線鷺沼西跨線橋側は、習志野市道06-010号線との交差部になっており、電柱

の移設先となる用地が確保できないこと

などの理由から、当該柱の移設は困難であると回答をいただいております。

現状での、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

都市環境部 道路管理課
道路の維持管理、改善

等

8 6 鷺沼台
鷺沼台1丁目第

二親睦会

自動車用信号(感応

式)の新設

鷺沼台郵便局横の交差点は、狭い道路にもかかわらず、交通量が多く、かつ

通学路にもなっていることから事故発生リスクがとても高い。歩行者の安全

確保と自動車接触事故防止の観点から自動車用信号(感応式)の新設を要望す

る。

他機関へ依

頼

信号設置につきましては、千葉県公安委員会の所管となりますことから所轄となる習志野警察署にご要

望をお伝えしたところ「赤信号にて停止している自動車等の側方を自動車等が安全にすれ違うために必

要な車道幅員がないため信号機の設置は難しいです」との回答をいただいております。

都市環境部 道路管理課
道路の維持管理、改善

等

一覧表中の個票番号は受付番号です。（「地区内優先順位」ではありません。） 1
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8 7 鷺沼台
鷺沼台1丁目第

二親睦会

交差点カーブミラー

の設置

鷺沼台1丁目7番北側の丁字路はスピードを落とさず進入する車が後を断たず

非常に危険である。既に注意換起の路面標示はあるが、カーブミラーの設置

等追加の対策をとっていただきたい。

対応不可

カーブミラーには交差点直近の死角を映すことができない短所があり、ミラーへの過度の依存により本

来不可欠である左右確認などの安全運転が疎かになり、出会い頭の事故が発生する危険性を伴いま

す。

そのため現在の基準としては、適切な運転をした際においても目視による安全確認が困難な場合などに

設置しております。

要望箇所につきまして現地を確認したところ、隅切りが確保されており、停止もしくは徐行を行うこと

で目視による安全確認が可能であるため、カーブミラーを設置する必要はないと判断しております。

また、カーブ前後に路面標示「交差点注意」が設置されており、必要な対策は行っておりますので、現

状にて、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

都市環境部 道路管理課
道路の維持管理、改善

等

8 8 鷺沼台
鷺沼台2丁目町

会

鷺沼台2丁目8番付

近の道路に路側帯設

置のお願い

鷺沼台2丁目8番付近の道路の両側に、歩行者が安全に歩ける路側帯の白線を

設置してください。道路上に、スピード落とせ、飛び出し注意、ハンプが

あってもスピードを落とさない車が多く、車両同士がすれ違う場合、歩いて

いて大変危険を感じます。朝夕方は、小学生も歩いて登下校しており、事故

がおってからでは遅いです。早急の設置をお願いします。

昨年度予算

で対応

お申し出のある道路につきましては、すでに路面標示にて注意喚起しておりますが、現場を確認したと

ころ、イメージハンプが薄れておりましたので、令和7年3月に補修を行いました。
都市環境部 道路管理課

道路の維持管理、改善

等

8 9 鷺沼台 3丁目西町会
カーブミラーの設置

について

新しいアパートが建設されたことにより、鷺沼台3丁目２番付近のカーブの

見通しが悪くなり、車両や人、自転車がぶつかりそうになり大変危険なた

め、カーブミラーの設置を要望します。

昨年度予算

で対応

カーブミラーには交差点直近の死角を映すことができない短所があり、ミラーへの過度の依存により本

来不可欠である左右確認などの安全運転が疎かになり、出会い頭の事故が発生する危険性を伴いま

す。

そのため現在の基準としては、適切な運転をした際においても目視による安全確認が困難な場合などに

設置しております。

要望箇所につきまして現地を確認したところ、隅切りが確保されており、停止もしくは徐行を行うこと

で目視による安全確認が可能であるため、カーブミラーを設置する必要はないと判断しております。

しかしながら、路面標示が薄れている箇所があることから令和7年3月に補修を行いました。

都市環境部 道路管理課
道路の維持管理、改善

等

8 10 鷺沼台 3丁目西町会
白線の引き直しにつ

いて

鷺沼台3丁目1番及び2番の間の道は、朝夕に車が裏道として多く通り、ス

ピードも速いので危険である。一時停止線等消えかかっている白線を引き直

してもらいたい。

昨年度予算

で対応

要望箇所につきまして現地の確認を行ったところ、路面標示が薄くなっておりましたので、令和7年3

月に補修を行いました。
都市環境部 道路管理課

道路の維持管理、改善

等

8 11 鷺沼台 3丁目西町会
横断歩道の設置につ

いて

鷺沼台3丁目５番及び6番の間の道路を横断する際は、交通量もそれなりに多

く、朝夕に関しては、車両の列ができ、見通しも悪い。子供達も3丁目公園

に行くため道路を横断する事も多く大変危検である。公園の対向に歩道を新

設してどうにか横断歩道を設置してほしいです。

他機関へ依

頼

横断歩道の設置につきましては、千葉県公安委員会の所管となりますことから所轄となる習志野警察署

にご要望をお伝えしたところ「歩行者の滞留スペースが確保できないため、横断歩道の設置はできま

せん。仮に歩道を設置できたとしても車が連なっている間から出てくる歩行者をより危険にさらしてし

まうことになると考えます」との回答をいただいております。

都市環境部 道路管理課
道路の維持管理、改善

等

8 12 鷺沼台
鷺沼台3丁目南

町会
野鳩の糞害について

鷺沼台3丁目21番1号付近の陸橋に毎年のように野鳩が飛来し、巣作りをしよ

うとしている。その都度、水を撒いたり等の対策を行ったが、効果がなく毎

日のように飛来していたため、市役所に連絡した結果、一部柵の設置をして

もらった。しかし、JR路線側や町会の物置は設置していないため、糞や羽毛

が道に散乱している。最近は町会の物置側に巣を作った模様で、雛の鳴き声

が聞こえるようになった。

鳩の糞には、病原菌がいてヒストプラズマ病やクリプトコックス症やオウム

病等の感染症を引き起こすため、高齢者や子供、免疫力が低下している人に

とって危険である。柵や網の設置を要望する。

今年度以降

の予算で対

応・検討

　当該箇所の現地確認を行い、鳩一羽と糞の形跡を確認いたしましたが、巣の状況、雛については確

認することはできませんでした。

つきましては、鳩が橋脚に止まらないように柵やネットを令和７年度より設置してまいります。

　また、道路の鳩の糞については、清掃を実施いたしました。

都市環境部 道路整備課 その他

8 13 鷺沼台
鷺沼小学校

PTA

鷺沼台4丁目児童遊

園について

鷺沼台4丁目児童遊園の遊具は、すべり台と砂場しかないため、ブランコや

鉄棒など子どもが遊べるものを設置して欲しい。現在は子どもよりもトイレ

目的の業者の利用が多い。

対応不可

市内の遊具の約6割が設置から30年以上が経過し、遊具の老朽化対策が課題であり、現在は習志野市公

園施設（遊具）長寿命化計画に基づき老朽化した遊具の更新を優先して取り組んでおります。このため

現時点では、遊具を増設する計画はございません。現状にてご理解のほどよろしくお願いいたします。

都市環境部 公園緑地課
公園・街路樹の維持管

理、改良等

8 14 鷺沼台
鷺沼小学校

PTA

鷺沼台郵便局前の横

断歩道について

鷺沼台郵便局前の横断歩道から鷺沼西跨線橋を通ってたくさんの児童が通学

しているが、特に大久保方向からくる自転車がスピードを上げて走ってくる

ことが多く、危険を感じることが多い。自転車も信号を遵守した方がいいの

ではないかと思っている。警察の方からの交通指導があるとよい。

他機関へ依

頼

習志野警察署にご要望をお伝えしたところ「悪質な自転車利用に対して適切に指導取り締まりを実施し

ます」との回答をいただいております。

また、道路管理者としても横断歩道の前後に自転車への注意喚起として路面シールを設置しておりま

す。

現状にて、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

都市環境部 道路管理課
道路の維持管理、改善

等

一覧表中の個票番号は受付番号です。（「地区内優先順位」ではありません。） 2


